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第１章　総　　則

（目　　的）
第１条　　この規程は、東ソー日向㈱における社規の体系、制定、改廃、管理、効力及びこれに付帯する
　　　　基本的事項と手続きを定め、業務運営の正常化と合理化を図ることを目的とする。

（定　　義）
第２条　　社規とは、会社業務の運営を適正且つ合理的に行うため、継続的に周知徹底され、維持遵守さ
　　　　れるべき事項を成文化し、この規程に定められた手続きにより、制定、交付されたものをいう。

（制定の促進）
第3条 すべての業務は、適正、円滑且つ効率的運営を図るため、その業務の標準化に努めるとともに、
　　　　継続的効果をもつ業務執行基準については、極力社規をもってこれを定め、これにより業務を処　
　　　　理するものとする。

（遵守義務）
第４条　　社規は、会社業務の執行、管理を行う定めであり、会社の業務に従事するすべての者が遵守し
　　　　なければならない。


第２章　社規の体系

（社規の種類）
第５条　　社規の種類は次の通りとする。
　　　　ただし、法令により使用する名称が別途定められている場合は、この限りではない。
　　　 1. 規程　　組織、権限、業務運営に係る重要な定めとなるもの
　　　 2. 基準　　基準に基づいて行う事務又は作業の具体的な方法、手段について定めたもの
　　　 3. 要領　　規程、基準に基づいて行われる業務処理の手法を定めたもの
4. 細則　　規程、基準、要領の詳細事項及び解釈・運用を定めたもの
　　　　なお、会社が製造又は使用する物の品質、形状、構造、成分、性能等については規格で定めるも
のとする。

（区　　分）
第６条　　社規は、規定する内容により次のとおり区分する。

	
	内　　　容

	経営の基本に
関する社規
	定款、取締役会規則等会社経営の目的・組織・運営に関する基本的な事項を定めたもの

	社規管理に
関する社規
	社規の体系、制定・改廃等社規の管理に関する事項を定めたもの

	組織権限に
関する社規
	会社の組織、職務権限、業務分掌等組織機構及び稟議に関する事項並びに委員会等の組織、運営事項を定めたもの

	業務に
関する社規
	業務の運営方針、管理基準又は手続きに関する事項を定めたもの




第３章　社規の制定・改廃

（制定・改廃）
第７条 ①　社規は、組織、制度、及び業務内容の変化に応じて、常に実状に即した制定・改廃がなさな
ければならない。
②　社規の制定・改廃の起案・審査・決裁及び交付者は、別表のとおりとする。
③　社規の制定・改廃の起案に当たっては、起案者は関係部門と十分協議した上、社規案を作成
し、審査者にその審査を求めなければならない。
④　組織、職制の変更及び字句の修正等、社規の基本事項に抵触しない軽易な事項の一部改正に
ついては、第２項にかかわらず全社社規については所管部・室長、部門社規については所管室・課長の専決により行うことができる。

（審　　査）
第８条　　審査者は、審査が求められた社規案について、次の事項を審査の上、起案者に回答する。
　　　　　 1. 社規の表現方法,様式の適否
　　　　　 2. 他の社規との整合性
　　　　　 3. その他、社規制定にあたり必要と思われる事項

（制定手続）
第９条　　起案者は、審査を経た社規案につき、稟議規程に定められた制定手続きを取らなければならな
　　　　い。

（登　　録）
第10条　　起案者は、決裁を受けた後、直ちに総務部長に登録を求め、総務課長又は管理担当者は別紙　
　　　　「社規改訂履歴台帳」に登録する。　　
　
（交　　付）
第11条　　交付担当者は、交付された社規を遅滞なく、全社社規は各部に、部門社規は関係課に公布す
る。

（様　　式）
第12条　　社規の様式等については、管理（要）－０１－０１「社規作成要領」を適用する。


第4章 社規の管理

（管　　理）
第13条　　総務部長は社規全般にかかわる管理責任者として次の業務を行う。
　　　　　　1. 社規全般の統制・維持管理
　　　　　　2. 起案部門に対する必要な社規の制定及び現行社規の改廃促進

（原本の管理）
第14条 ①　全社社規は総務部長、部門社規は所管部・室長又は課長が原本を保管する
　　　  ②　社規の原本は、失効後５年間の保存とする。

（周知徹底及び整備保管）
第15条　　社規の配布を受けた部・室長、課長は、その内容を所属員に周知徹底させるとともに、保管
         責任者を定め整備保管させなければならない。
（取　扱）
第16条　　社規は原則として社外秘として取り扱うものとし、社外に公開する場合は、全社については
　　　　 総務部長、部門については所管部・室長の承認を受けなければならない。


第５章　社規の効力

（効力の発生）
第17条　　社規の効力は、その社規に定められた施行期日から発生する。
　　　　 ただし、施行期日を指定しないものについては、公布の日から発生する。

（効力の消滅）
第18条　　社規の全部又は一部を改廃した社規の効力は、新社規施行の日に消滅する。

（疑義の解釈）
第19条　　社規の運用・解釈について疑義が生じた場合は、全社社規については総務部長が、部門社規については所管部・室長が起案者と協議の上決定する。


第６章　雑　則

（規程の管理）
第20条　　この規程の管理は総務部長が行う。



付　　則

①　この規程は、２００５年　８月３１日より施行する。
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